
保険により万が一の瑕疵(欠陥)補修費用を１０年間サポート 

がっしりとした骨組で安心 

建築基準法で定められた壁量安全率 ：1.0 →現場で定めている壁量安全率 ：1.3 

監督とは別に監理者と検査機構によるトリプルチェックを実施しています 

 

基礎工事はとても大事な工事になり基礎がしっかりしてなければどんな高性能な住宅も意

味がありません。当社では法令の検査はもちろん工事監督によるチェック、専門係員による

チェックを行っております。 

 



 

 

屋根が出来上がり、構造金物や耐力壁・防水等の工事が終わると中間検査になります。法令

検査はもちろん、基礎同様専門の係員と工事監督がチェックします。 



 

住宅には耐力壁と呼ばれる地震や風の力に耐える壁が存在します。それに対して金物を用

いて緊結します。またそれら壁に対し引き抜き力に抵抗する金物も取り付けております。 



まもりすまい保険に守られています。 

まもりすまい保険とは、住宅保証機構の住宅瑕疵担保責任保険のことです。 

 

 


